
この動画では、練馬区へ転入予定のある方の保育園等の申込みについて説明
いたします。
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申込みの受付は、▲締切日現在で住民登録のある自治体の保育園入園担当窓
口になります。
お住まいの自治体の窓口に、必要書類等をご提出ください。
お住まいの自治体を通して練馬区へ書類が提出されます。
練馬区の各月の申込締切日までに、書類が練馬区に到着している必要があり
ますので、
▲練馬区の申込締切日の５日から７日前を目安にお住まいの自治体窓口に必
要書類をご提出ください。
必要書類は、▲練馬区への転入予定先住所・引き渡し日または契約期間がわ
かる書類と、
▲練馬区様式の申込書類等です。
練馬区への転入がわかる書類については、売買契約書、賃貸借契約書等をご
提出ください。
転入後の手続きについては、▲利用希望月１日までに
住民票を異動させ、申込書①、②、⑤を練馬区保育課入園相談係へご提出く
ださい。
詳細は、「保育利用のご案内」42ページをご確認ください。
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４月入園の申込みに限り、申込締切日までに練馬区への転入予定先住所等が
決まっていない場合や、
売買契約書等の転入がわかる書類が用意できない場合でも、お申込みが可能
です。
その際は、▲『転入の申立書』をご提出ください。
ただし、調整指数４番または５番の減算の指数が適用され、全ての加算の調
整指数が適用されませんので、ご注意ください。
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最後に、転入予定のある方の申込みに関する質問と回答を紹介いたします。
現在、練馬区外に在住しており、令和５年11月３日に練馬区に転入予定です。
一番早くて何月入園の申込みができますか。
▲転入日の翌月の利用調整から申込みが可能です。令和５年11月３日に転入
する場合、一番早くて12月入園の申込みができます。
12月入園の申込締切日は11月７日です。11月１日を目安に必要書類をお住
まいの自治体にご提出ください。
以上で「転入予定のある方へ」の説明を終わります。
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